
1平成 28年３月 31日（木曜日） 号　　　　　外石　川　県　公　報

平成 28 年 ３ 月 31 日（木曜日）

号　　　　　　　　　　外

（第　 ３９ 　号）

　　　　条　　　例
○石川県税条例等の一部を改正する条例 （税　務　課）　１

　
　 石 川 県 税 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

　 　 平 成 二 十 八 年 三 月 三 十 一 日

石 川 県 知 事 　 　 谷 　 　 本 　 　 正 　 　 憲 　

石 川 県 条 例 第 三 十 一 号

　 　 　 石 川 県 税 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

（ 石 川 県 税 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 一 条 　 石 川 県 税 条 例 （ 昭 和 二 十 九 年 石 川 県 条 例 第 二 十 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　

 

　 第 五 十 八 条 第 一 項 第 一 号 イ 中 「 百 分 の 〇 ・ 七 二 」 を 「 百 分 の 一 ・ 二 」 に 改 め 、 同 号 ロ 中 「 百 分 の 〇 ・ 三 」 を 「 百

分 の 〇 ・ 五 」 に 改 め 、 同 号 ハ の 表 中 「 百 分 の 一 ・ 六 」 を 「 百 分 の 〇 ・ 三 」 に 、 「 百 分 の 二 ・ 三 」 を 「 百 分 の 〇 ・ 五 」

に 、 「 百 分 の 三 ・ 一 」 を 「 百 分 の 〇 ・ 七 」 に 改 め 、 同 条 第 三 項 第 一 号 イ 中 「 百 分 の 〇 ・ 七 二 」 を 「 百 分 の 一 ・ 二 」

に 改 め 、 同 号 ロ 中 「 百 分 の 〇 ・ 三 」 を 「 百 分 の 〇 ・ 五 」 に 改 め 、 同 号 ハ 中 「 百 分 の 三 ・ 一 」 を 「 百 分 の 〇 ・ 七 」 に

改 め る 。

　

 

　 第 百 三 十 五 条 第 五 項 中 「 い う 」 の 下 に 「 。 以 下 同 じ 」 を 加 え る 。

　 　 附 則 第 十 二 条 第 一 項 中 「 平 成 二 十 八 年 三 月 三 十 一 日 」 を 「 平 成 二 十 九 年 三 月 三 十 一 日 」 に 改 め る 。

　

 

　 附 則 第 十 二 条 の 二 の 二 第 一 項 第 二 号 ニ を 同 号 ホ と し 、 同 号 ハ ⑴ 中 「 附 則 第 十 二 条 の 二 の 二 第 二 項 第 五 号 ハ ⑴ 」 を

「 附 則 第 十 二 条 の 二 の 二 第 二 項 第 五 号 ニ ⑴ 」 に 改 め 、 同 号 中 ハ を ニ と し 、 ロ の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。

　 　 　 ハ

 

　 車 両 総 重 量 が 七 ・ 五 ト ン を 超 え る バ ス 又 は ト ラ ッ ク の う ち 、 次 の い ず れ に も 該 当 す る も の で 省 令 で 定 め る

も の

　 　 　 　 ⑴

 

　 平 成 二 十 八 年 軽 油 重 量 車 基 準 （ 法 附 則 第 十 二 条 の 二 の 二 第 二 項 第 五 号 ハ ⑴ に 規 定 す る 平 成 二 十 八 年 軽 油

重 量 車 基 準 を い う 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） に 適 合 す る こ と 。

　 　 　 　 ⑵

 

　 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 が 平 成 二 十 七 年 度 基 準 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 に 百 分 の 百 十 を 乗 じ て 得 た 数 値 以 上 で あ

る こ と 。

　 　 附 則 第 十 二 条 の 二 の 二 第 二 項 第 二 号 中 ニ を ホ と し 、 ハ を ニ と し 、 ロ の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。

　 　 　 ハ

 

　 車 両 総 重 量 が 七 ・ 五 ト ン を 超 え る バ ス 又 は ト ラ ッ ク の う ち 、 次 の い ず れ に も 該 当 す る も の で 省 令 で 定 め る

も の

　 　 　 　 ⑴ 　 平 成 二 十 八 年 軽 油 重 量 車 基 準 に 適 合 す る こ と 。

　 　 　 　 ⑵

 

　 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 が 平 成 二 十 七 年 度 基 準 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 に 百 分 の 百 五 を 乗 じ て 得 た 数 値 以 上 で あ

る こ と 。

　 　 附 則 第 十 二 条 の 二 の 二 第 三 項 第 二 号 中 ニ を ホ と し 、 ハ を ニ と し 、 ロ の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。

　 　 　 ハ

 

　 車 両 総 重 量 が 七 ・ 五 ト ン を 超 え る バ ス 又 は ト ラ ッ ク の う ち 、 次 の い ず れ に も 該 当 す る も の で 省 令 で 定 め る

も の

　 　 　 　 ⑴ 　 平 成 二 十 八 年 軽 油 重 量 車 基 準 に 適 合 す る こ と 。

　 　 　 　 ⑵ 　 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 が 平 成 二 十 七 年 度 基 準 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 以 上 で あ る こ と 。
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　 附 則 第 十 三 条 第 一 項 中 「 。 次 項 に お い て 同 じ 」 を 削 り 、 「 当 該 各 号 に 定 め る 年 度 以 後 の 年 度 分 」 を 「 平 成 二 十 八

年 度 分 」 に 改 め 、 同 項 第 一 号 中 「 も の 　 新 車 新 規 登 録 を 受 け た 日 か ら 起 算 し て 十 四 年 を 経 過 し た 日 の 属 す る 年 度 」

を 「 も の 」 に 改 め 、 同 項 第 二 号 中 「 も の 　 新 車 新 規 登 録 を 受 け た 日 か ら 起 算 し て 十 二 年 を 経 過 し た 日 の 属 す る 年

度 」 を 「 も の 」 に 改 め 、 同 条 第 二 項 を 削 り 、 同 条 第 三 項 中 「 前 二 項 」 を 「 前 項 」 に 改 め 、 「 又 は 第 二 項 」 を 削 り 、

同 項 を 同 条 第 二 項 と す る 。

　

 

　 附 則 第 十 四 条 第 一 項 及 び 第 二 項 を 削 り 、 同 条 第 三 項 第 二 号 中 「 、 平 成 二 十 一 年 天 然 ガ ス 車 基 準 」 の 下 に 「 （ 法 附

則 第 十 二 条 の 三 第 三 項 第 二 号 に 規 定 す る 平 成 二 十 一 年 天 然 ガ ス 車 基 準 を い う 。 以 下 こ の 号 に お い て 同 じ 。 ） 」 を 加

え 、 同 項 第 三 号 中 「 プ ラ グ イ ン ハ イ ブ リ ッ ド 車 」 の 下 に 「 （ 法 附 則 第 十 二 条 の 三 第 三 項 第 三 号 に 規 定 す る 充 電 機 能

付 電 力 併 用 自 動 車 を い う 。 ） 」 を 加 え 、 同 項 第 四 号 中 「 が 平 成 二 十 七 年 度 基 準 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 」 を 「 （ 法 附 則 第

十 二 条 の 三 第 三 項 第 四 号 に 規 定 す る エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 を い う 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） が 平 成 二 十 七 年 度 基

準 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 （ 同 号 に 規 定 す る 平 成 二 十 七 年 度 基 準 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 を い う 。 以 下 こ の 条 に お い て 同

じ 。 ） 」 に 、 「 附 則 第 十 二 条 の 三 第 六 項 第 四 号 」 を 「 附 則 第 十 二 条 の 三 第 三 項 第 四 号 」 に 改 め 、 「 平 成 十 七 年 窒 素 酸

化 物 排 出 許 容 限 度 」 の 下 に 「 （ 同 号 に 規 定 す る 平 成 十 七 年 窒 素 酸 化 物 排 出 許 容 限 度 を い う 。 以 下 こ の 条 に お い て 同

じ 。 ） 」 を 加 え 、 同 項 を 同 条 第 一 項 と し 、 同 条 第 四 項 中 「 第 一 項 の 」 を 「 次 の 」 に 改 め 、 同 項 に 次 の 表 を 加 え る 。

第 百 三 十 五 条 第 一 項 第 一 号 イ 七 千 五 百 円 四 千 円

八 千 五 百 円 四 千 五 百 円

九 千 五 百 円 五 千 円

一 万 三 千 八 百 円 七 千 円

一 万 五 千 七 百 円 八 千 円

一 万 七 千 九 百 円 九 千 円

二 万 五 百 円 一 万 五 百 円

二 万 三 千 六 百 円 一 万 二 千 円

二 万 七 千 二 百 円 一 万 四 千 円

四 万 七 百 円 二 万 五 百 円

第 百 三 十 五 条 第 一 項 第 一 号 ロ 二 万 九 千 五 百 円 一 万 五 千 円

三 万 四 千 五 百 円 一 万 七 千 五 百 円

三 万 九 千 五 百 円 二 万 円

四 万 五 千 円 二 万 二 千 五 百 円

五 万 千 円 二 万 五 千 五 百 円

五 万 八 千 円 二 万 九 千 円

六 万 六 千 五 百 円 三 万 三 千 五 百 円

七 万 六 千 五 百 円 三 万 八 千 五 百 円

八 万 八 千 円 四 万 四 千 円

十 一 万 千 円 五 万 五 千 五 百 円

第 百 三 十 五 条 第 一 項 第 二 号 イ 六 千 五 百 円 三 千 五 百 円

九 千 円 四 千 五 百 円

一 万 二 千 円 六 千 円

一 万 五 千 円 七 千 五 百 円

一 万 八 千 五 百 円 九 千 五 百 円

二 万 二 千 円 一 万 千 円

二 万 五 千 五 百 円 一 万 三 千 円

二 万 九 千 五 百 円 一 万 五 千 円

四 千 七 百 円 二 千 四 百 円

第 百 三 十 五 条 第 一 項 第 二 号 ロ 八 千 円 四 千 円

一 万 千 五 百 円 六 千 円

一 万 六 千 円 八 千 円

二 万 五 百 円 一 万 五 百 円
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二 万 五 千 五 百 円 一 万 三 千 円

三 万 円 一 万 五 千 円

三 万 五 千 円 一 万 七 千 五 百 円

四 万 五 百 円 二 万 五 百 円

六 千 三 百 円 三 千 二 百 円

第 百 三 十 五 条 第 一 項 第 二 号 ハ ⑴ 及 び 第 五 号 ロ ⑴ 七 千 五 百 円 四 千 円

一 万 五 千 百 円 八 千 円

第 百 三 十 五 条 第 一 項 第 二 号 ハ ⑵ 及 び 第 五 号 ロ ⑵ 一 万 二 百 円 五 千 五 百 円

二 万 六 百 円 一 万 五 百 円

第 百 三 十 五 条 第 一 項 第 三 号 イ ⑴ 一 万 二 千 円 六 千 円

一 万 四 千 五 百 円 七 千 五 百 円

一 万 七 千 五 百 円 九 千 円

二 万 円 一 万 円

二 万 二 千 五 百 円 一 万 千 五 百 円

二 万 五 千 五 百 円 一 万 三 千 円

二 万 九 千 円 一 万 四 千 五 百 円

第 百 三 十 五 条 第 一 項 第 三 号 イ ⑵ 二 万 六 千 五 百 円 一 万 三 千 五 百 円

三 万 二 千 円 一 万 六 千 円

三 万 八 千 円 一 万 九 千 円

四 万 四 千 円 二 万 二 千 円

五 万 五 百 円 二 万 五 千 五 百 円

五 万 七 千 円 二 万 八 千 五 百 円

六 万 四 千 円 三 万 二 千 円

第 百 三 十 五 条 第 一 項 第 三 号 ロ 三 万 三 千 円 一 万 六 千 五 百 円

四 万 千 円 二 万 五 百 円

四 万 九 千 円 二 万 四 千 五 百 円

五 万 七 千 円 二 万 八 千 五 百 円

六 万 五 千 五 百 円 三 万 三 千 円

七 万 四 千 円 三 万 七 千 円

八 万 三 千 円 四 万 千 五 百 円

第 百 三 十 五 条 第 一 項 第 四 号 四 千 五 百 円 二 千 五 百 円

六 千 円 三 千 円

第 百 三 十 五 条 第 一 項 第 五 号 イ 一 万 七 千 六 百 円 九 千 円

二 万 三 千 六 百 円 一 万 二 千 円

第 百 三 十 五 条 第 一 項 第 五 号 ニ 二 万 三 千 六 百 円 一 万 二 千 円

二 万 七 千 六 百 円 一 万 四 千 円

三 万 千 六 百 円 一 万 六 千 円

三 万 六 千 円 一 万 八 千 円

四 万 八 百 円 二 万 五 百 円

四 万 六 千 四 百 円 二 万 三 千 五 百 円

五 万 三 千 二 百 円 二 万 七 千 円

六 万 千 二 百 円 三 万 千 円

七 万 四 百 円 三 万 五 千 五 百 円

八 万 八 千 八 百 円 四 万 四 千 五 百 円

第 百 三 十 五 条 第 一 項 第 五 号 ホ ⑴ 九 千 円 四 千 五 百 円

一 万 八 千 五 百 円 九 千 五 百 円

第 百 三 十 五 条 第 一 項 第 五 号 ホ ⑵ 一 万 千 五 百 円 六 千 円
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二 万 五 千 五 百 円 一 万 三 千 円

第 百 三 十 五 条 第 二 項 第 一 号 三 千 七 百 円 千 八 百 円

四 千 七 百 円 二 千 三 百 円

六 千 三 百 円 三 千 二 百 円

第 百 三 十 五 条 第 二 項 第 二 号 五 千 二 百 円 二 千 六 百 円

六 千 三 百 円 三 千 二 百 円

八 千 円 四 千 円

第 百 三 十 五 条 第 三 項 一 万 二 千 円 六 千 円

一 万 四 千 五 百 円 七 千 五 百 円

一 万 七 千 五 百 円 九 千 円

二 万 円 一 万 円

二 万 二 千 五 百 円 一 万 千 五 百 円

二 万 五 千 五 百 円 一 万 三 千 円

二 万 九 千 円 一 万 四 千 五 百 円

　

 

　 附 則 第 十 四 条 第 四 項 を 同 条 第 二 項 と し 、 同 条 第 五 項 を 削 り 、 同 条 第 六 項 中 「 第 一 項 及 び 第 二 項 （ こ れ ら の 規 定 を

前 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 並 び に 第 三 項 及 び 第 四 項 」 を 「 前 二 項 」 に 、 「 か ら 第 四 項 ま で 」 を

「 又 は 第 二 項 」 に 改 め 、 同 項 を 同 条 第 三 項 と す る 。

（ 石 川 県 税 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 二 条 　 石 川 県 税 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 平 成 二 十 七 年 石 川 県 条 例 第 三 十 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

る 。

　 　 第 一 条 中 石 川 県 税 条 例 第 五 十 八 条 の 改 正 規 定 を 削 る 。

　

 

　 附 則 第 一 項 第 一 号 中 「 附 則 第 六 項 」 を 「 附 則 第 五 項 」 に 改 め 、 同 項 第 三 号 中 「 第 五 十 八 条 の 改 正 規 定 及 び 同 条

例 」 を 削 り 、 「 並 び に 附 則 第 五 項 及 び 第 七 項 か ら 第 十 九 項 」 を 「 及 び 附 則 第 六 項 か ら 第 十 八 項 」 に 改 め る 。

　 　 附 則 中 第 五 項 を 削 り 、 第 六 項 を 第 五 項 と し 、 第 七 項 を 第 六 項 と す る 。

　

 

　 附 則 第 八 項 中 「 二 十 八 年 新 条 例 」 を 「 附 則 第 一 項 第 三 号 に 掲 げ る 規 定 に よ る 改 正 後 の 石 川 県 税 条 例 （ 以 下

「 二 十 八 年 新 条 例 」 と い う 。 ） 」 に 改 め 、 同 項 を 附 則 第 七 項 と す る 。

　 　 附 則 中 第 九 項 を 第 八 項 と し 、 第 十 項 を 第 九 項 と す る 。

　

 

　 附 則 第 十 一 項 中 「 同 項 第 二 号 に 掲 げ る 県 た ば こ 税 額 」 を 「 地 方 税 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 附 則 第 十 二 条 第 四 項

第 二 号 に 掲 げ る 道 府 県 た ば こ 税 額 」 に 改 め 、 同 項 を 附 則 第 十 項 と す る 。

　

 

　 附 則 第 十 二 項 中 「 附 則 第 九 項 」 を 「 附 則 第 八 項 」 に 改 め 、 同 項 の 表 第 八 十 六 条 の 三 第 一 項 の 項 中 「 附 則 第 十 項

の 」 を 「 附 則 第 九 項 の 」 に 、 「 附 則 第 十 項 及 び 第 十 一 項 」 を 「 附 則 第 九 項 及 び 第 十 項 」 に 改 め 、 同 表 第 八 十 六 条 の

三 第 二 項 の 項 中 「 附 則 第 十 項 」 を 「 附 則 第 九 項 」 に 改 め 、 同 項 を 附 則 第 十 一 項 と す る 。

　

 

　 附 則 第 十 三 項 中 「 附 則 第 九 項 」 を 「 附 則 第 八 項 」 に 改 め 、 同 項 を 附 則 第 十 二 項 と す る 。

　 　 附 則 第 十 四 項 を 附 則 第 十 三 項 と す る 。

　

 

　 附 則 第 十 五 項 中 「 附 則 第 十 項 か ら 第 十 三 項 」 を 「 附 則 第 九 項 か ら 第 十 二 項 」 に 改 め 、 同 項 の 表 附 則 第 十 項 の 項 中

「 附 則 第 十 項 」 を 「 附 則 第 九 項 」 に 、 「 附 則 第 十 四 項 」 を 「 附 則 第 十 三 項 」 に 改 め 、 同 表 附 則 第 十 一 項 の 項 中 「 附

則 第 十 一 項 」 を 「 附 則 第 十 項 」 に 改 め 、 同 表 附 則 第 十 二 項 の 表 以 外 の 部 分 の 項 中 「 附 則 第 十 二 項 」 を 「 附 則 第 十 一

項 」 に 、 「 附 則 第 九 項 」 を 「 附 則 第 八 項 」 に 、 「 附 則 第 十 四 項 」 を 「 附 則 第 十 三 項 」 に 、 「 附 則 第 十 項 」 を 「 附 則 第

九 項 」 に 改 め 、 同 表 附 則 第 十 二 項 の 表 の 項 中 「 附 則 第 十 二 項 」 を 「 附 則 第 十 一 項 」 に 、 「 附 則 第 十 項 」 を 「 附 則 第

九 項 」 に 、 「 附 則 第 十 五 項 」 を 「 附 則 第 十 四 項 」 に 改 め 、 同 表 附 則 第 十 三 項 の 項 中 「 附 則 第 十 三 項 」 を 「 附 則 第

十 二 項 」 に 、 「 附 則 第 九 項 」 を 「 附 則 第 八 項 」 に 、 「 附 則 第 十 四 項 」 を 「 附 則 第 十 三 項 」 に 改 め 、 同 項 を 附 則 第 十 四

項 と す る 。

　 　 附 則 第 十 六 項 を 附 則 第 十 五 項 と す る 。

　

 

　 附 則 第 十 七 項 中 「 附 則 第 十 項 か ら 第 十 三 項 」 を 「 附 則 第 九 項 か ら 第 十 二 項 」 に 改 め 、 同 項 の 表 附 則 第 十 項 の 項 中

「 附 則 第 十 項 」 を 「 附 則 第 九 項 」 に 、 「 附 則 第 十 六 項 」 を 「 附 則 第 十 五 項 」 に 改 め 、 同 表 附 則 第 十 一 項 の 項 中 「 附

則 第 十 一 項 」 を 「 附 則 第 十 項 」 に 改 め 、 同 表 附 則 第 十 二 項 の 表 以 外 の 部 分 の 項 中 「 附 則 第 十 二 項 」 を 「 附 則 第 十 一

項 」 に 、 「 附 則 第 九 項 」 を 「 附 則 第 八 項 」 に 、 「 附 則 第 十 六 項 」 を 「 附 則 第 十 五 項 」 に 、 「 附 則 第 十 項 」 を 「 附 則 第
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九 項 」 に 改 め 、 同 表 附 則 第 十 二 項 の 表 の 項 中 「 附 則 第 十 二 項 」 を 「 附 則 第 十 一 項 」 に 、 「 附 則 第 十 項 」 を 「 附 則 第

九 項 」 に 、 「 附 則 第 十 七 項 」 を 「 附 則 第 十 六 項 」 に 改 め 、 同 表 附 則 第 十 三 項 の 項 中 「 附 則 第 十 三 項 」 を 「 附 則 第

十 二 項 」 に 、 「 附 則 第 九 項 」 を 「 附 則 第 八 項 」 に 、 「 附 則 第 十 六 項 」 を 「 附 則 第 十 五 項 」 に 改 め 、 同 項 を 附 則 第 十 六

項 と す る 。

　 　 附 則 第 十 八 項 を 附 則 第 十 七 項 と す る 。

　

 

　 附 則 第 十 九 項 中 「 附 則 第 十 項 か ら 第 十 三 項 」 を 「 附 則 第 九 項 か ら 第 十 二 項 」 に 改 め 、 同 項 の 表 附 則 第 十 項 の 項 中

「 附 則 第 十 項 」 を 「 附 則 第 九 項 」 に 、 「 附 則 第 十 八 項 」 を 「 附 則 第 十 七 項 」 に 改 め 、 同 表 附 則 第 十 一 項 の 項 中 「 附

則 第 十 一 項 」 を 「 附 則 第 十 項 」 に 改 め 、 同 表 附 則 第 十 二 項 の 表 以 外 の 部 分 の 項 中 「 附 則 第 十 二 項 」 を 「 附 則 第 十 一

項 」 に 、 「 附 則 第 九 項 」 を 「 附 則 第 八 項 」 に 、 「 附 則 第 十 八 項 」 を 「 附 則 第 十 七 項 」 に 、 「 附 則 第 十 項 」 を 「 附 則 第

九 項 」 に 改 め 、 同 表 附 則 第 十 二 項 の 表 の 項 中 「 附 則 第 十 二 項 」 を 「 附 則 第 十 一 項 」 に 、 「 附 則 第 十 項 」 を 「 附 則 第

九 項 」 に 、 「 附 則 第 十 九 項 」 を 「 附 則 第 十 八 項 」 に 改 め 、 同 表 附 則 第 十 三 項 の 項 中 「 附 則 第 十 三 項 」 を 「 附 則 第

十 二 項 」 に 、 「 附 則 第 九 項 」 を 「 附 則 第 八 項 」 に 、 「 附 則 第 十 八 項 」 を 「 附 則 第 十 七 項 」 に 改 め 、 同 項 を 附 則 第 十 八

項 と す る 。

　

 

　 附 則 中 第 二 十 項 を 第 十 九 項 と し 、 第 二 十 一 項 か ら 第 二 十 三 項 ま で を 一 項 ず つ 繰 り 上 げ る 。

　 　 　 附 　 則

（ 施 行 期 日 ）

１ 　 こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 八 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 二 条 の 規 定 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

（ 事 業 税 に 関 す る 経 過 措 置 ）

２ 　 第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 石 川 県 税 条 例 （ 以 下 「 新 条 例 」 と い う 。 ） 第 五 十 八 条 の 規 定 は 、 こ の 条 例 の 施 行 の

日 （ 以 下 「 施 行 日 」 と い う 。 ） 以 後 に 開 始 す る 事 業 年 度 に 係 る 法 人 の 事 業 税 に つ い て 適 用 し 、 施 行 日 前 に 開 始 し た

事 業 年 度 に 係 る 法 人 の 事 業 税 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

（ 自 動 車 取 得 税 に 関 す る 経 過 措 置 ）

３ 　 新 条 例 附 則 第 十 二 条 及 び 第 十 二 条 の 二 の 二 の 規 定 は 、 施 行 日 以 後 の 自 動 車 の 取 得 に 対 し て 課 す べ き 自 動 車 取 得 税

に つ い て 適 用 し 、 施 行 日 前 の 自 動 車 の 取 得 に 対 し て 課 す る 自 動 車 取 得 税 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

（ 自 動 車 税 に 関 す る 経 過 措 置 ）

４ 　 新 条 例 附 則 第 十 三 条 及 び 第 十 四 条 の 規 定 は 、 平 成 二 十 八 年 度 分 の 自 動 車 税 に つ い て 適 用 し 、 平 成 二 十 七 年 度 分 ま

で の 自 動 車 税 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。
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